
福 祉 保 健 委 員 会 

平成２８年９月２３日 

墨田区認定こども園条例（案）新旧対照表 

付則第２項による改正（墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）） 

改  正  案 現     行 
 

別表 

名 称 位  置 

墨田区江東橋保

育園 

～墨田区あおや

ぎ保育園 

〔略〕 

〔削除〕 

墨田区すみだ保

育園 
〔略〕 

〔削除〕 

墨田区東駒形保

育園 

～墨田区横川さ

くら保育園分

園 

〔略〕 

 

別表 

名 称 位  置 

〔同左〕 〔略〕 

墨田区たちばな

保育園 

墨田区立花三丁目２１番

１６号 

〔同左〕 〔略〕 

墨田区八広保育

園 

墨田区八広三丁目７番５

号 

〔同左〕 〔略〕 

  

 

付則第３項による改正（墨田区特別保育の利用に関する条例（平成１５年墨田区条例

第３５号）） 

改  正  案 現     行 
  
 （目的） 

第１条 この条例は、墨田区保育所条例（昭

和３６年墨田区条例第４号）第１条の規定

に基づき設置した墨田区保育所（以下「保

育所」という。）及び墨田区認定こども園

条例（平成２８年墨田区条例第  号）第

１条の規定に基づき設置した墨田区認定こ

ども園（以下「認定こども園」という。）

において特別保育を行うことにより、保護

者の就労等を支援するとともに、緊急に保

育を必要とする児童等の保護を図り、もっ

て児童及び保護者の福祉の向上を図ること

を目的とする。 

 （特別保育） 

第２条 区長は、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第２０条第３項の

 〔同左〕 

第１条 この条例は、墨田区保育所条例（昭

和３６年墨田区条例第４号）第１条の規定

に基づき設置した墨田区保育所（以下「保

育所」という。）において特別保育を行う

ことにより、保護者の就労等を支援すると

ともに、緊急に保育を必要とする児童等の

保護を図り、もって児童及び保護者の福祉

の向上を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第２条 区長は、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２４条第１項の規定によ



 

規定により認定された保育必要量（第１号

から第３号までにおいて「認定保育必要

量」という。）の範囲内の保育（以下この

条において「通常保育」という。）以外

に、特に必要があると認める児童に対し、

墨田区規則（以下「規則」という。）で定

める保育所及び認定こども園において次に

掲げる特別保育を行う。 

 ⑴ 標準時間保育延長保育 通常保育を利

用している児童（認定保育必要量が１月

当たり平均２７５時間まで（１日当たり

１１時間までに限る。）の区分である児

童に限る。）について、当該利用に係る

保育所又は認定こども園において常態と

して当該認定保育必要量の範囲を超えて

行う保育をいう。 

 

 

 

 ⑵ 短時間保育延長保育 通常保育を利用

している児童（認定保育必要量が１月当

たり平均２００時間まで（１日当たり８

時間までに限る。）の区分である児童に

限る。）について、当該利用に係る保育

所又は認定こども園において常態として

当該認定保育必要量の範囲を超えて行う

保育をいう。 

 ⑶ 一時延長保育 通常保育を利用してい

る児童について、当該利用に係る保育所

又は認定こども園において一時的に１日

当たりの当該認定保育必要量の範囲を超

えて行う保育をいう。 

 ⑷ 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（１月１日から同月３日

まで及び１２月２９日から同月３１日ま

でを除く。）に行う保育をいう。 

 ⑸ 年末保育 年末に行う保育をいう。 

 ⑹ 一時保育 一時的に保育を必要とする

児童に対して行う保育をいう。 

 ⑺ 緊急一時保育 緊急に保育を必要とす

る児童に対して行う保育をいう。 

り行う保育（以下この条において「通常保

育」という。）以外に、特に必要があると

認める児童に対し、墨田区規則（以下「規

則」という。）で定める保育所において次

に掲げる特別保育を行う。 

 

 

 

 ⑴ 標準時間保育延長保育 通常保育を利

用している児童（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２０条第

３項の規定により認定された保育必要量

（以下この号から第３号までにおいて

「認定保育必要量」という。）が１月当

たり平均２７５時間まで（１日当たり１

１時間までに限る。）の区分である児童

に限る。）について、当該利用に係る保

育所において常態として当該認定保育必

要量の範囲を超えて行う保育をいう。 

 ⑵ 短時間保育延長保育 通常保育を利用

している児童（認定保育必要量が１月当

たり平均２００時間まで（１日当たり８

時間までに限る。）の区分である児童に

限る。）について、当該利用に係る保育

所において常態として当該認定保育必要

量の範囲を超えて行う保育をいう。 

 

 ⑶ 一時延長保育 通常保育を利用してい

る児童について、当該利用に係る保育所

において一時的に１日当たりの当該認定

保育必要量の範囲を超えて行う保育をい

う。 

 ⑷ 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑸ 〔同左〕 

 ⑹ 〔同左〕 

 

 ⑺ 〔同左〕 

   

 



 

付則第５項による改正（墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例（平成２７年墨

田区条例第２３号）） 

改  正  案 現     行 
  
 （利用者負担額） 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２８条

第２項各号、第２９条第３項第２号及び第

３０条第２項各号の規定により支給認定保

護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して定める額（墨田区立幼稚園設

置条例（昭和４３年墨田区条例第２５号）

第１条の規定に基づき設置した幼稚園にお

ける教育に係るものを除く。）は、次の各

号に掲げる教育・保育の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 （利用者負担額の徴収） 

第４条 区長は、墨田区認定こども園条例

（平成２８年墨田区条例第  号）第１条

の規定に基づき設置した認定こども園にお

いて特定教育・保育（教育に限る。）を利

用する保護者から、前条第１号に掲げる利

用者負担額を徴収する。 

２ 区長は、墨田区保育所条例（昭和３６年

墨田区条例第４号）第１条の規定に基づき

設置した保育所、前項の認定こども園又は

法附則第６条第１項に規定する特定保育所

において特定教育・保育（保育に限る。）

又は特別利用保育を利用する保護者（特定

保育所における利用にあっては、保護者又

は扶養義務者）から、前条第２号又は第３

号に掲げる利用者負担額を徴収する。 

 

 （保育料の納付） 

第５条 前条第１項の保護者又は同条第２項 

 の保護者（特定保育所における利用にあっ

ては、保護者又は扶養義務者）（以下「保

護者等」という。）は、区長が指定した納

期限までに同条各項に規定する利用者負担

額（以下「保育料」という。）を納付しな

ければならない。 

別表第１ 私立幼稚園・認定こども園教育標

準時間利用者負担額（保育料） 

 〔同左〕 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２８条

第２項各号、第２９条第３項第２号及び第

３０条第２項各号の規定により支給認定保

護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して定める額（墨田区立幼稚園設

置条例（昭和４３年墨田区条例第２５号）

に基づき設置された幼稚園における教育に

係るものを除く。）は、次の各号に掲げる

教育・保育の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 （保育料の徴収） 

第４条 〔新設〕 

 

 

 

 

 

  区長は、墨田区保育所条例（昭和３６年

墨田区条例第４号）に基づき設置された保

育所又は法附則第６条第１項に規定する特

定保育所において特定教育・保育（保育に

限る。以下同じ。）又は特別利用保育を利

用する保護者（特定保育所における利用に

あっては、保護者又は扶養義務者。以下

「保護者等」という。）から、前条第２号

又は第３号に掲げる利用者負担額（以下

「保育料」という。）を徴収する。 

 〔同左〕 

第５条 保護者等は、区長が指定した納期限

までに保育料を納付しなければならない。 

 

 

 

 

 

別表第１ 私立幼稚園・認定こども園教育標

準時間利用者負担額 



 

 〔略〕  〔略〕   

   付 則 ※ 墨田区認定こども園条例の付則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、付則第４項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （墨田区保育所条例の一部改正） 

２ 墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  別表中墨田区たちばな保育園の項及び墨田区八広保育園の項を削る。 

 （墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正） 

３ 墨田区特別保育の利用に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中「という。）」の次に「及び墨田区認定こども園条例（平成２８年墨田

区条例第  号）第１条の規定に基づき設置した墨田区認定こども園（以下「認定

こども園」という。）」を加える。 

  第２条各号列記以外の部分中「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４ 

 条第１項の規定により行う」を「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

 第２０条第３項の規定により認定された保育必要量（第１号から第３号までにおい

て「認定保育必要量」という。）の範囲内の」に改め、「保育所」の次に「及び認

定こども園」を加え、同条第１号中「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第２０条第３項の規定により認定された保育必要量（以下この号から第３号

までにおいて「認定保育必要量」という。）」を「認定保育必要量」に改め、「保

育所」の次に「又は認定こども園」を加え、同条第２号及び第３号中「保育所」の

次に「又は認定こども園」を加える。 

 （墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正に伴う準備行為） 

４ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の墨田区認定こども園にお

ける特別保育の実施に係る必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても、

前項の規定による改正後の墨田区特別保育の利用に関する条例の規定の例により行

うことができる。 

 （墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の一部改正） 

５ 墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例（平成２７年墨田区条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条中「に基づき設置された」を「第１条の規定に基づき設置した」に改める。 

  第４条の見出し中「保育料」を「利用者負担額」に改め、同条中「に基づき設置

された保育所」を「第１条の規定に基づき設置した保育所、前項の認定こども園」

に改め、「。以下同じ」を削り、「。以下「保護者等」という。）」を「）」に改

め、「（以下「保育料」という。）」を削り、同条を同条第２項とし、同条に第１

項として次の１項を加える。 

   区長は、墨田区認定こども園条例（平成２８年墨田区条例第  号）第１条の

規定に基づき設置した認定こども園において特定教育・保育（教育に限る。）を



 

利用する保護者から、前条第１号に掲げる利用者負担額を徴収する。 

  第５条中「保護者等」を「前条第１項の保護者又は同条第２項の保護者（特定保

育所における利用にあっては、保護者又は扶養義務者）（以下「保護者等」とい

う。）」に、「保育料」を「同条各項に規定する利用者負担額（以下「保育料」と

いう。）」に改める。 

  別表第１中「教育標準時間利用者負担額」を「教育標準時間利用者負担額（保育

料）」に改める。 


